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1930年代日本の養蚕型地帯における地主小作関係 
−−長野県埴科郡五加村を事例として— 

小島庸平 
はじめに 
	 本論文は、戦前日本の農村社会構造における最も基軸的な生産関係とされてきた地主小

作関係を、個別契約レベルにまで立ち入って分析し、当該期における地主小作間の力関係

や、これを規制する社会的諸関係について検討することを課題とする。 
	 周知のように、日本の地主制史研究は、戦後歴史学において最も分厚く蓄積が進んだ分

野の一つであり、地主制の生成・発展・後退・消滅の全過程が、日本資本主義の段階的変

化と関連させつつ実証的に跡づけられ、そうした成果の上に立って農民運動や農地改革、

農村支配体制論に関わる研究が深められてきた1。そこでは、地主の「名望家的」投資行動

2や、「温情的」小作人保護3が見出されてきたとはいえ、総じて地主制は日本資本主義の構

造的一環としてその「基柢」をなすとともに4、農民的小商品生産の発展との矛盾を孕み、

生産者農民の上向を制約することで、当時の農村内部における格差を拡大・再生産するも

のとして否定的に認識されてきたといえる5。その後、地主制の圧力は過度に強調されてい

ると批判し、大多数の地主の所有規模は零細であったことを強調する議論6や、地主もまた

共同体的規制に拘束された存在であることを指摘する見解7が提出されてきたが、近年では

さらに踏み込んで、いわゆる「地代の資本転化」論8とは異なる視点から、地主制が日本の

経済発展をその根底において支えたことを積極的に評価する説が現れている。たとえば斎

藤修は、経済発展の過程で格差が大きく開いた西欧や南・東南アジアと比較して、日本の

土地賃貸借市場や小作制度は土地なし層を生じさせることなく「小農を農業に留める役割

                                            
1 かかる研究動向については、森武麿『戦時日本農村社会の研究』東京大学出版会、1999年、序章の研究史整
理を参照。 
2 谷本雅之「日本における"地域工業化"と投資活動−−企業勃興期:地方資産家の行動をめぐって」『社会経済史学』
64(1)、1998年。 
3 庄司俊作「温情地主論—再論・日本資本主義の確立と地主的土地所有」中村政則編『近現代日本の新視点—
経済史からのアプローチ』吉川弘文館、2000年。地主を地域福祉の供給主体として把握する大川啓「近代日
本における名望家と地域福祉の社会史——20世紀初頭の秋田市における資産家の福祉活動を中心に」『歴史学研
究』929号、2015年も参照。 
4 山田盛太郎『日本資本主義分析』岩波書店、1934年。 
5 栗原百寿『日本農業の発展構造』日本評論社、1949年。 
6 玉真之介『農家と農地の経済学−−産業化ビジョンを超えて』農文協、1994年。 
7 斎藤仁『農業問題の展開と自治村落』日本経済評論社、1989年。 
8 中村政則『近代日本地主制史研究—資本主義と地主制−−』東京大学出版会、1979年。 
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を果たした」のであり、「村落内部の経済格差を拡大させたのではなく、むしろそれを抑止

する力として機能した」と評価している9。また、坂根嘉弘は、戦前日本で支配的であった

「減免付定額小作制度が、小作農の生存に関するリスクの軽減と増産インセンティブの付

与という点で最も望ましい小作形態であったのであり、それが近世・近代の農業生産力の

発展を支え、足腰の強い小農経営を成立させる一つの要因であったのではなかろうか」10と

の見通しを述べている。これらは、地主制の「重圧」を前提としてきた従来の理解を180

度転換しているという意味で、農村人口が過半数を占めた近代日本社会像の根幹に関わる

問題を提起しているといっても過言ではない。だが、こうした地主制の肯定的な機能を強

調する見解は、十分な実証の手続きを経て提出されたものではなく、なお仮説の段階に留

まっている。そもそも戦前の日本資本主義論争以来、地主小作関係の歴史的性格を反映し

た地代規定が主要な論点となってきたにもかかわらず、地主制史研究の手法としては個別

地主経営の事例分析が主流であり、零細地主も含めて一地域内の小作契約を網羅的に検討

するような研究は、ほとんど行われてこなかった11。本論文は、かかる実証上の間隙を埋

め、個別契約レベルで地主小作関係を検討することで、戦前期の日本における地主制の位

置づけを再考することを課題としている。	

	 その際の分析視角として、地主と小作人それぞれが何人の相手と農地賃貸借契約を結ん

でいたのか、という契約人数にまずは着目したい。斎藤修は、地主優位の地主小作関係と

いう従来のイメージを批判する際の有力な根拠として、日本の小作人は複数の地主と契約

を結ぶのが一般的であり、「小作人にも貸手を選択する余地があった」ことを挙げている12。

また、坂根嘉弘は、そうした斎藤の見解を継承・拡張し、次のように述べている。すなわ

ち、「相手方地主が複数であることは、小作人にとって、小作地引き上げのリスクが分散す

ることを意味した。小作人が一人の地主からその経営地のすべての小作地を借りていると

すると、その地主に死命を制せられた状態となる。安定的な小作経営のためには、複数の

地主から小作地を借り入れ、地主のなんらかの事情による小作地引き上げのリスクを分散

                                            
9 斎藤修『比較経済発展論』岩波書店、2008年、199-200頁。 
10 坂根嘉弘『＜家と村＞日本伝統社会と経済発展』農文協、2011年、164頁。 
11 これまでの地主小作関係分析は、たとえば清水洋二「東北水稲単作地帯における地主・小作関係の展開−−秋
田県500町歩地主T家を事例として」『土地制度史学』19(2)、1977年のように、地主経営分析の一環として
小作人編成の問題が取り上げられた他、主として農商務省／農林省が4回にわたって実施した『小作慣行調査』
を主たる史料として検討が加えられてきた。その代表的な成果として倉内宗一『地主・小作制の展開過程』農

林統計協会、1999年を参照。 
12 斎藤修「土地賃貸借市場としての地主小作関係—友部仮説の検討」『経済史研究』第12号、2009年 、255
頁。  
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させたほうが望ましい。日本農村における信頼関係の強さは、小作人が複数の地主から小

作地を借りることを可能にしたのである」13。こうした斎藤・坂根の指摘は、「小作人が契

約を結ぶ地主の数」という具体的な基準によって地主小作間の力関係を再検討し、小作人

側の交渉力に対するこれまでの過小評価を相対化しようとしている点で、研究史上の意義

を有するものといってよい。だが、その再検討が小作人側の視点のみに限定されているこ

とには不満が残る。なぜなら、もし小作人が複数の地主と契約を結ぶことでリスクを分散

し、交渉力を高めていたとすれば、地主にとっても小作地経営上のリスク（唐突な小作地

返還の申し出や小作料減免要求など）を分散するために複数の小作人と契約を結ぶことが

合理的であるはずであり、坂根の言う「日本農村における信頼関係の強さ」は、地主が監

視可能性を犠牲にしてでも複数の小作人に農地を貸し付けることをも可能にするはずだか

らである。したがって、小作人の側から見た契約地主人数だけでなく、地主の側から見た

契約小作人数も併せて検討しなければ、両者の力関係を正確に評価することはできないの

ではないか14。本論文では、小作人側の視点からのみ立論するのではなく、地主と小作人

双方の契約人数や、資産、所得、居住関係などといった交渉力の代理指標を用いることで、

地主小作間の力関係を複眼的に検討することに努めたい。	

	 本論文の分析対象地は、長野県埴科郡五加村（現千曲市）である。言うまでもなく五加

村は、大石嘉一郎・西田美昭編著『近代日本の行政村』（日本経済評論社、1991年。以下、

『行政村』と略記）によって詳細な検討が加えられ、「地域的公共関係」論として広く知ら

れる成果を生み出した村である。そこでは、行政村と部落との関係が階級の論理を媒介に

しつつ段階的に変化していく過程が極めて高い実証密度で明らかにされており、その水準

を乗り越えることは今日においてもなお容易ではない。だが、千曲市歴史文化財センター

に残された膨大な量の五加村行政文書に改めて向き合うと、『行政村』では村内に居住する

大部分の世帯の資産・所得情報が得られる『所得調査簿』を利用しているにもかかわらず、

当時の技術的制約もあってか個別農家レベルでの検討の余地を意外なほど大きく残してい

ることに気付かされる。本論文では、『行政村』では利用されていない長野県埴科郡五加村

                                            
13 坂根嘉弘、前掲書、159頁。 
14 近世期を対象とする研究ではあるが、畿内の地主が成長を遂げた理由を、経済発展や村社会の規範といった
外部要因に直ちに求めることをせず、小作地経営の維持・展開における地主の主体的力量を重視した論考が、

最近になって現れている（萬代悠「19世紀前半の地主経営と小作人編成—泉州日根郡畠中村を事例として−−」
『社会経済史学』81(1)、2015年）。近代の地主小作関係を小作側の視点から検討する際にも、改めて地主側の
力量と関連付けて考えることが必要であると筆者は考えている。 
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『小作料等ニ関スル報告書綴』に綴られた「小作料等ニ関スル報告書」（以下、「報告書」

と略記）を『所得調査簿』と照合し、小作契約を介して向き合う地主と小作人の資産、所

得、世帯情報を総合的に利用しつつ、個別小作契約レベルのデータを積み上げることで、

地主小作間の力関係を改めて検討したい15。	

	 なお、こうした分析対象地の選定は、史料の存在という消極的な理由に基づくものであ

るが、五加村は零細で耕作者的な性格の強い地主が多い地域であり、地主制史研究でしば

しば取り上げられてきた東北型の大地主地帯とは異なる特質を有している16。五加村の事

例は、大地主地帯を中心に蓄積されてきた地主制史研究の相対化を図っている近年の研究

と対話する上で、好個の材料となることが期待されよう。	

	 本論文の構成は以下の通りである。まずⅠでは、本論文が主として依拠する「小作料等

ニ関スル報告書」の史料批判を行い、集計されたデータの射程とその限界をあらかじめ整

理する。次にⅡでは、農地賃貸借契約を結んでいる地主と小作人の経済的性格を個別契約

レベルで突き合わせて検討することで両者の力関係を明らかにし、Ⅲではそうした力関係

が如実に反映するものとして小作料減免を取り上げ、地主・小作の社会経済的属性が減免

の有無や減免率に与える影響を計量的な手法によって分析する。上記のような作業を通じ

て、当該期の地主小作関係のあり方を先行研究とも関連させながら位置づけ直し、近代日

本における地主制について再考を試みたい。	

	

Ⅰ	 史料の概要	

	 本節では、「報告書」の概要と利用上の留意点について確認しておく。本「報告書」は、

同じ簿冊に綴られた五加村役場「昭和十五年度調小作料統制令関係事業集計表」17の基礎

資料であると考えられ、その作成の契機は小作料統制令第4条に基づく小作料適正化事業

の開始であった。長野県では、県の小作料統制令施行細則が1940年1月22日に公布され、

                                            
15 本研究は、筆者が2014年度に東京大学大学院経済学研究科で開講したゼミナールの履修者を中心に組織し
た「五加村研究会」による共同研究の成果の一部である。本研究に利用した『所得調査簿』のデータベースは、

筆者の他、当時大学院生であった小濱武・鈴木智行・棚井仁、出口雄大・中西啓太によって作成された（五十

音順、敬称略。1937-39年度の入力担当は筆者）。なお、2016年4月に公表した本稿の初版において、同デー
タベース作成の経緯に言及しなかった点に関し、この場を借りて追記・訂正したい。 
16 五加村に居住する地主の零細性と生産者的性格の強さについては、差し当たり小峰和夫「ファシズム体制下
の村政担当層—日本ファシズムの農村における社会的基盤について−−」大江志乃夫『日本ファシズムの形成と
農村』校倉書房、1978年、の表8・１を参照。同表によれば、1939年の五加村における地主112戸のうち、
不耕作地主は8戸に過ぎず、大半が１町未満の経営耕地面積を持つ耕作地主であった。 
17 この史料は五加村内の小作地における小作契約を一件ごとに賃貸人・賃借人の氏名、小作地面積、契約小作
料について集計・一覧表化したもので、より詳細な情報は「報告書」に立ち戻って検討する必要がある。 
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五加村は1942 年 3 月 27 日に長野県知事より小作料改定の認可を受けている18。県の強力

な指導が行われたこともあって五加村における事業の進捗は順調で19、認可を受けたのは

県内被認可181市町村中67番目であり、全体としてはやや早期に事業を完了していた。事

業を開始するに当たり、村は村内に耕地を所有する地主（不在地主を含む）に対して「報

告書」（第1図を参照）を配布し、個別契約ごとに小作人の氏名・住所、小作地の所在・面

積・等級・契約小作料水準や契約年月日、1937-39年の実納小作料、耕地の生産力（反収）

に関する数値等の報告を求めている。その結果、1941年1-2月にかけて約500部の「報告

書」が五加村役場に提出されており、合計958件（田582件、畑356件、その他20件。村

外分5件を含む）に上る小作契約の詳細な情報が集められた。五加村の場合、『所得調査簿』

が1939年度まで作成・保存されており、「報告書」の作成された1940年度と1年のズレは

あるものの、これを利用すれば「報告書」を提出した地主とその小作人の資産・所得構成

を把握することができる。以下、「報告書」と『所得調査簿』とを組み合わせることで、村

民の経済階層を踏まえながら小作料統制が本格化する直前の段階における地主小作関係の

詳細な検討を試みたい。	

	 ただし、本史料を利用する際には、以下の３点に留意する必要がある。第一に、調査方

式の問題である。「報告書」のデータを収集する際の調査形式としては、配票・留置による

自計式調査が採用されたため、報告者によって内容にしばしば精粗の差がある。また、提

出された報告書に記された小作地面積は合計で田52.4町、畑21.3町、実際に小作料適正

化事業の対象となった村内小作田面積は合計81.0町であるから、田についてのカバレッジ

は64.7%と3分の2程度に留まっていた。第二に、記入者の問題である。本史料は原則と

して村内小作地の賃貸人＝地主が記載するものとされていたから、小作料改定を見越して

小作料額が過大に申告されている可能性があり、長野県の小作官も「或は偽つて高い小作

料を報告する様な者もあるかも知れぬ」ことを危惧していた20。地主側から提供された情

報のみに基づいて作成された史料であることは、分析に当たって念頭に置かなければなら

ない。第三に、調査時期が戦時期であることに由来するバイアスである。第1表には、契

約年次別の契約件数と小作料水準を田畑別に掲げた。本論文で集計した小作契約は、五加

                                            
18 以下、長野県と五加村の小作料適正化事業については、特に断りのない限り坂根嘉弘『日本戦時農地政策の
研究』清文堂、2012年、及び同「資料 日本における戦時期農地・農地政策関係資料（12）」『広島大学経済論
叢』30(3)、2007年を参照。 
19『行政村』、537頁。 
20「全県一斉の調査で基準小作料を探る—−農地調整指導員を活用−—」『信濃毎日新聞』1940年2月21日付朝刊。 
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村で小作争議が激発した1920年代後半から30年代前半にかけて結ばれた契約が大多数を

占めている。一般に、1930年代は地主制の後退期とされるものの、第1表を見ると20年

代後半から30年代前半にかけて一度は下落した田の反当小作料水準が、米価・繭価の上昇

もあってか 30 年代後半には上昇に転じていた。本論文で集計する実納小作料は 1937-39

年の3ヵ年に限られるが、叙述を進めるに当っては当該期に特有な歴史段階的背景に対し

て充分な配慮が求められよう。とはいえ、契約そのものは日中戦争勃発以前に結ばれたも

のが大多数を占めており、小作料に対する統制が本格化する直前の段階における小作契約

のあり方を示しているものとして貴重である。次節以下では、「報告書」を主たる史料とし

て論を進めていきたい。	

	

Ⅱ	 契約人数と所得階層から見た地主小作関係	

（１）地主と小作人の契約人数	

	 本節では、まずは地主と小作人双方の契約人数を手掛かりとして分析を行う。前述した

ように、斎藤修は、小作人側にも地主を選択する余地があったことを指摘しており、坂根

嘉弘は、京都府南桑田郡馬路村における小作地筆数別の小作人数とその平均契約地主人数

を表示し、従来の研究では「一地主が一小作人の耕作地のほとんどを貸し出していたよう

なイメージが強いが（地主側の小作料台帳に依拠したため）、実際はそうではなかった」21

と述べている。そこで、五加村についても坂根と同様の方法で集計を行い、さらに小作人

だけでなく地主の平均契約小作人数も加えて作成したのが第2表である。この表によれば、

小作人の平均契約地主人数は馬路村で2.6人、五加村で1.8人であった。「報告書」のカバ

レッジが面積ベースでおおよそ3分の2であることを考慮すれば、五加村の実際の契約地

主人数はさらに多いものとなり、少なくとも平均で2人を超える可能性は充分に高いと推

測される。一方、同表によって五加村の地主について見ると、その平均契約小作人数は6.7

人で、地主は小作人以上に多くの契約相手を抱えていた。このことは、五加村における総

地主人数が総小作人数を下回っていることを考えれば、ある意味では当然のことかもしれ

ない。だが、同表をさらに仔細に見ると、3筆以上の全ての筆数階層において小作人より

も地主の方が契約者数は多くなっており、たとえば小作地が10-13筆の階層では小作人の

                                            
21 坂根嘉弘「地主制の成立と農村社会」『岩波講座 日本歴史 第16巻 近現代2』岩波書店、2014年、239頁。
なお、小作人が複数の地主と契約を結んでいたという事実自体は、同時代の研究者たちには「散掛小作」とし

てよく知られており、東畑精一『農地をめぐる地主と農民』酣燈社、1947年、64-65頁や、古島敏雄編著『寄
生地主制の生成と展開』岩波書店、1952年、183頁などに言及がある。 
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契約地主人数は平均で4-5人であるのに対して、地主の契約小作人数は6.5-11人となって

いた。このことは、仮に同じ筆数の耕地について賃貸借契約を結ぶにしても、地主の方が

小作人よりも多くの契約相手を抱えることでリスクを分散し、自らの交渉力を高めようと

していたことを推測させる。	

	 この点をさらに吟味するため、地主と小作人それぞれの契約人数別に小作契約をプロッ

トして作成したのが第3表である。本表中の黒塗り部分は、地主の契約小作人数と小作人

の契約地主人数が一致している小作契約の件数を示しており、これよりも右上の部分が小

作人の方が地主と比べて契約相手をより多く抱えている契約、左下の部分が地主の方が小

作人と比べて契約相手をより多く抱えている契約ということになる。黒塗り部分を含む右

上、つまり契約人数という点から見れば小作人が地主と対等もしくは地主よりも有利な立

場にあったと考えられる契約は、合計すると84 件で全体の8.8%を占めるに過ぎない。一

方、左下の地主が有利であると考えられる契約は873 件で 91.2%と、圧倒的に高い比率を

示していた。個別契約レベルで見れば、零細地主を含む大多数の地主は小作人以上に契約

相手を増やすことによってリスクを分散させており、地主側により有利な小作契約が全体

の9割以上と圧倒的多数を占めていたのである。	

	 このように、契約相手の分散という点で小作人の側に相対的な限界が存在したという事

実は、農業生産上のリスク分散と農作業効率とがトレード・オフの関係にあったことを想

起すれば理解しやすい。仮に直接の耕作者たる小作人がリスクを分散するために複数の地

主と契約を結ぼうとした場合、契約地主人数に比例して借入耕地が分散する可能性は増大

するから、過度の契約地主人数の増加は農作業効率の悪化をもたらすおそれがある。実際、

小作人の耕地所在地がいくつの小字に分散しているのかを契約地主人数別に集計した第 4

表によれば、契約地主人数5人までは平均借入耕地面積が増大するものの、平均耕地所在

小字数も1.17字（契約地主人数1人）から5.00字（契約地主人数6人）まで増加してい

た22。さらに、2人以上の地主から耕地を借り入れている小作人201名のうち、一部なりと

も同一小字内で耕地を借り入れることに成功している小作人（黒塗り部分よりも左下）は

54人で26.9％に過ぎず、残り4分の3弱の小作人は契約地主人数を増やすに従って小作地

を複数の小字に分散させざるをえなかった。小作地を同一小字内にまとめつつ複数の地主

から借り入れることは必ずしも容易ではなく、小作人は契約地主人数を増やすことで一定

                                            
22 なお、五加村内の小字数は合計66字である（五加村『標準賃貸価格及適用区域調査書 田之部』1927年）。 
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の耕地面積を確保できたとしても、複数の小字に耕地が分散することに伴う農作業効率の

悪化はしばしば不可避であったと考えられる。	

	 これに対して、地主は小作料の収取に関わる取引費用のみを考慮すればよく、現実の農

作業効率に制約された小作人よりも容易に複数の相手と契約を結ぶことできるため、より

多くの小作人に耕地を貸し付け、小作地経営に関わるリスクを分散させることができた。

このことは、もし小作人が複数の地主と契約を結ぶことでリスクを分散させ、交渉力を強

化することができたとしても、地主側には小作人以上に多くの契約相手を確保し、これに

対抗する余地が残されていたことを示している。	

	 とはいえ、地主もまた契約小作人数の増加に伴って、監視コストや小作料収取に関わる

取引費用の増大に直面せざるをえなかったから、それをどのようにして制御するかが小作

地経営上の重要な課題であった。この点を検討するため作成したのが、前掲第4表と同様

の方法で契約小作人数別・所有耕地の所在小字数別の地主人数を掲げた第5表である。本

表では、同一小字内に複数の小作人を置いていた地主の人数が黒塗り部分よりも左下に示

されており、その合計は52人であった。とりわけ10人以上の小作人と契約を結ぶ27人の

地主については、全員が同一小字内に複数の小作人を置く左下部分に入っており、平均す

ると1小字に対して2.45人の小作人を置いていた。小作人側には農作業効率改善のために

同一小字内で小作契約を結ぶ誘因が存在したにもかかわらず、なぜ多くの契約相手を抱え

る地主は同一小字内に複数の小作人を置いていたのであろうか。	

	 この点に関連して注目されるのが、猪俣津南雄の観察である。猪俣は、奈良県で8ヶ所

の圃場（田2反、畑5反）を5人の地主から借り入れている小作人の事例に触れる中で、

「おのおのの地主は、一カ所に三反、五反とかたまった土地を持っていても、それを一ま

とめに一人の農民に小作させはしないのだ。隣り合ってぽっちりずつ作る小作人同士が、

あの田も自分の手で作れないものかと絶えず心中で睨み合っているようであってこそ、双

方とも小作料はよく納め、双方でそれを競り上げようというものである」23として、零細

分散錯圃の上に入り組んだ地主小作関係が展開していた理由を、地主側の利害から説明し

ている。養蚕型地帯と同じく零細地主の多かった近畿型農村では、仮に小作地が「かたま

った土地」＝同一小字内に所在していたとしても、地主にとっては複数の異なる小作人に

耕地を貸し付ける方が、小作人間の競争を促すことで小作料実納率や小作料水準の向上に

                                            
23 猪俣津南雄『窮乏の農村』岩波文庫、1982年、54-55頁。初出は改造社、1934年。 
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つながると認識されていたことが読み取れよう。こうした猪俣の観察の当否については次

節で検討を行うが、いずれにせよ同一小字内に複数の小作人を配置することには、地主側

に何らかの動機があったことが推測される。少なくとも、農作業効率に制約された小作人

側の契約地主人数の相対的な少なさや、小作人が同一小字内で小作地を複数の地主から借

り入れることの困難さ、地主の何らかの戦略に基づく同一小字内での複数小作人の配置な

どを考慮すれば、小作人が複数の地主と契約していた事実に依拠して小作人の主体的力量

をストレートに評価する見解は、やや単純に過ぎるように思われる。	

（２）地主と小作人の総所得階層	

	 ここまで、先行研究の着眼点に学んで地主と小作人の契約人数如何という視角から地主

小作間の力関係について検討を加えてきた。次に、契約人数に代わって地主小作間の力関

係を検討するための指標として、地主と小作人の総所得額を利用して分析する。『所得調査

簿』から得られる地主と小作人それぞれの総所得額別に、契約件数をプロットして作成し

たのが第6表である。第3表と同様に黒塗り部分は地主の総所得階層と小作人の総所得階

層とが等しくなる部分を示しており、これより右上が小作人の方が地主よりも総所得階層

が上の契約件数、左下が地主の方が小作人よりも所得階層が上の契約件数ということにな

る。また、網掛け部分は黒塗り部分を中心として上下に2階層ずつ広げた部分を示してお

り、黒塗り部分と合わせれば地主と小作人の総所得階層が近い比較的フラットな関係性に

基づく小作契約がこの範囲内に入る。その合計件数は黒塗り部分が13件（2.5%）、網掛け

部分が 38 件（7.7%）なので、地主と小作人の総所得額が近接する小作契約件数は全体の

10.2%を占めるに過ぎない。一方、地主と小作人の所得階層が同一または小作人の方が富裕

な契約件数（黒塗りを含む右上部分）は23件（4.7％）に留まるのに対して、小作人に比

べて地主の方が富裕な契約件数（黒塗りよりも左下部分）は470件（95.3％）となり、契

約人数で比較した場合以上に左下の契約件数比率が圧倒的多数を占めていた。零細地主を

集計の対象に組み込んでもなお、五加村における大多数の小作契約は、地主の総所得階層

が小作人の総所得階層を上回るという非対称的な関係性の中で取り結ばれていたのである。	

	 では、なぜ地主と小作人との間にはかくも明らかな非対称性が見られたのであろうか。

第6表に見られた地主小作間における経済的懸隔の明白な存在は、地主と小作人の双方な

いし一方が、自己の所得階層と比較してより下層／上層の者と選択的に契約を結んでいた

ことを推測させる。言い換えれば、当時の農地賃貸借市場において契約を結ぶ際には、地

主が小作人よりも上位の所得階層となるような形で、契約相手の選別が人為的に行われて
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いたのではないか、ということである。この点はより立ち入った検討が必要であるが、さ

しあたり次の３点を仮説として提示しておきたい。	

	 第一に、小作人にとって、自家よりも所得階層が下位の地主と契約を結ぶことは、地主

と小作人とのパトロン＝クライアント関係に基づく様々なメリットを享受する可能性を自

ら狭めることになるため、自家よりも豊かな地主との契約を選好していた可能性がある。

たとえば、三重県小作官を長く務めた鎌田正忠は、小作人の小作地に対する「驚くべき未

練と執着」の理由として、小作地を借り入れることによる「信用の獲得」や「金融の便」	

を挙げている24。小作地借り入れのメリットの一つが、地主との人的関係に担保された「金

融の便」にあったとすれば、自己よりも所得階層が上の地主と契約する方が資金を調達す

る便宜が大きいため、小作人はより富裕な地主との小作契約を選好するであろう。当時の

地主小作関係においては、土地と資金という異なる生産要素の取引がしばしば密接に連関

（インターリンク）しており、そのことが小作人の異時点間資源配分によるパレート改善

を可能としていたがゆえに、結果として大多数の小作人が自己よりも所得階層上位の地主

と契約することを志向していたと考えられる25。	

	 第二に、地主が小作人よりも相対的に富裕である方が、小作料の減免を要求する局面で

は小作人に有利であったことが推測される。なぜなら、もし地主が自家よりも明らかに貧

困であれば、不作の場合に小作料の減免を強く迫ることは、小作人にとって心理的にも社

会的にも困難となるからである。庄司俊作は、恐慌によって地主も困窮している状況下で

は、小作人が小作料の減免を要求することは決して容易でなかったとして、その事情を地

主に対する「同じ村民としての遠慮」から説明している26。逆に言えば、もし地主にある

程度の経済的余裕があれば、そうした「遠慮」の必要性は相対的に小さなものとなろう。

減免付定額小作契約を結ぶ場合には、地主側にリスクを分担しうるだけの「経済的余力」

がある方が小作人にも好ましい場合があり27、小作人が不作時の減免を期待しうる富裕な

                                            
24 鎌田正忠『農民心理の研究（改訂版）』明文堂、1939年、222-223頁。 
25 いわゆるインターリンケージ取引については、黒崎卓『開発のミクロ経済学』岩波書店、2001年の第6章
を参照。同書によれば、地主が小作人に土地と併せて資金や肥料を高利で貸し付けることは「搾取」の一環と

して捉えられてきたが、1970年代以降の開発経済学では、そうした複合契約が債務不履行を防止する上で有
効であり、信用制約に直面する小作人に資金調達の途を開き、異時点間資源配分を可能にすることでパレート

効率を改善する側面が指摘されているという。 
26 庄司俊作『近代日本農村社会の展開』ミネルヴァ書房、1991年、282頁。 
27 五加村の調査を行った協調会は、「小地主の多い結果は小作人の小作料減免要求等に対しても地主に経済的
余力なき為め、これが妥協困難なる事が多く勢ひ争議を激化せしむることになる」と観察し、「経済的余力」

の重要性を指摘している（協調会『小作争議地における農村事情』1934年、101頁）。また、愛知県社会課の
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地主との契約を選好したことが、第6表に見られる地主と小作の明らかな非対称性の一因

であると考えられる。	

	 第三に、村内の社会的序列が土地所有の序列に近似するような社会においては、耕地の

賃貸借それ自体が社会的な序列意識に規定されており、自家と同等もしくはそれ以下の経

済階層の相手から耕地を借り入れることは、場合によっては「屈辱的」とさえ認識される

ことがあったのではないか。いうまでもなく、農民にとって土地という財は生活と生産の

基盤を為す最も重要な生産要素であるばかりでなく、「たゞ土地を所有するといふことが、

社会に対する農民の地位を高める所以」28といわれるように、一種の威信財であった。農

地の需要が供給を上回っている場合には、土地を借りる側が「頭を下げて」借り入れを依

頼しなければならず、小作人はある種の名誉心から、自己よりも下層の農地所有者から耕

地を借り入れることを好まなかったと考えられる。	

（３）小括	

	 本節の内容を、以下の3点に整理しておこう。第一に、養蚕型地帯の五加村においても、

小作人が複数（2 人程度）の地主と契約を結ぶことは決して珍しくはないことが確認され

た。近畿型地帯を念頭に斎藤や坂根が指摘したように、養蚕型地帯においても、小作人が

複数の地主と関係を持つことは「一般的」であったといってよい。しかし、第二に、地主

は小作人以上に契約相手を分散させることが可能であり、養蚕型の零細地主地帯において

さえ大多数の小作契約で地主の方がより多くの契約相手を抱えていた。複数の地主と契約

を結ぶことで小作人がリスクを分散し交渉力を高めていた、という斎藤・坂根の仮説は、

日常的な農作業の効率性に小作人が制約されていた事実や、地主が戦略的に複数小作人と

の契約を志向していた可能性などから、慎重に評価されなければならない。むしろ、第三

に、零細地主地帯にあっても、当時の農地賃貸借市場は経済的地位の近接する者同士が対

等に取引を行うものでは必ずしもなく、相対的に富裕な地主と貧しい小作人という形で、

両者の間には一定の経済的懸隔が厳然と存在していた。戦前の農地賃貸借は、地主小作間

                                                                                                                                   
調査によれば、地主の貸付耕地面積が大きいほど産米・農業改良や娯楽・給与的施設といった小作人向けの「福

利厚生施設」が導入される比率は高かったという（愛知県社会課『小作人に対する福利厚生に関する調査』1926
年、13頁）。さらに、巨大地主として知られる本間家は、「作徳儲蓄米設置方法」という独特の小作料収取法を
採っており、これが小作人に対して割安感を与えるものであったために人気を博し、「小作になるなら本間様

へ」という風潮を醸成したことが報告されている（鎌形勲『山形県稲作史』農林省農業総合研究所1953年、
400-401頁）。いずれも、地主の「経済的余力」の有無が、小作人にとっても無視しえない重要性を持っていた
ことを示すものといえよう。 
28 河田嗣郎『農村問題と対策』改造社、1925年、190頁。 
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のパトロン＝クライアント関係や土地所有規模に比例した村内の社会的序列意識と密接な

関わりを持っており、そのことが地主小作間における経済的格差の存在と深く結びついて

いたと考えられる。こうした事実発見は、いわゆるチャヤノフ理論を近代日本農村に適用

する見解29に対して深刻な疑問を投げかけていると考えられるが、本論文の課題とは離れ

ることになるためここでは立ち入らない。次に、地主小作間の力関係を如実に反映するも

のとして小作料減免の実態を取り上げ、「報告書」の実納小作料に関わる情報を利用するこ

とで、契約主体の属性が減免に対してどのような影響を与えているのかを検討してみたい。	

	

Ⅲ	 小作料減免と地主小作間の力関係	

	 前節で見たように、零細地主地帯である五加村の地主小作関係においても地主の方がよ

り多くの契約相手を抱え、総所得で見ても富裕であるという意味での非対称性が存在した。

本論文では、坂根の指摘する小作地引き上げリスクと契約人数との関係は史料上の制約か

ら取り上げることができないが、小作料統制が本格化する直前の段階での小作料減免のあ

り方を分析することで、地主と小作人の契約人数や社会経済的属性が両者の交渉力に対し

てどのような意味を持っていたのか、あるいは持たなかったのかについて検討してみたい。	

（１）データの制約と課題の限定	

	 ところで、前述の通り「報告書」に記載された実納小作料は1937-39年の3ヵ年分であ

る30。このうち1937年に埴科郡は千曲川沿いを中心に激しい霜害に襲われ、五加村の桑園

は大打撃を受けた31。埴科郡の水稲反収も前年の2.65石から2.24石に落ち、1930年代を

通じて34年（2.05	石）に次ぐ低さを記録している32。そのため、「報告書」に記載された

契約小作料と実納小作料のデータを利用すれば、不作年（1937年）と普通作年（38-39年）

を区別しながら減免率とその頻度を知ることができる。	

	 ただし、畑小作地における減免の把握には一定の困難が伴う。当該期の五加村では、畑

                                            
29 坂根嘉弘「農業史」社会経済史学会編『社会経済史学の課題と展望』有斐閣、2012年を参照。 
30 対象となる時期は日中戦争勃発後であり、戦時期特有の影響を受けている点には留意しなければならない。
たとえば、応召農家対策として小作関係の調整と肥料資金の融通が行われていたことが先行研究によって指摘

されており（『行政村』、525頁）、「報告書」によれば、１件の小作契約（田1.219反、小作料7.5俵）におい
て「昭和一四年度ヨリ息兵役ノ為メ半俵マケ」といった対応がなされていた。現在のところ応召農家の特定が

できていないため今後の課題とせざるをえないが、兵役との関連で小作料減免がなされていた点は他の時期と

の違いとして注意する必要がある。ただし、山本和重「日中戦争期における応召小作農生活救護問題」（『東海

大学紀要 文学部』第62輯、1994年）によれば、一般に地主による応召小作農への援護期待は確かに存在し
たものの、その最も充実していた事例においてさえ「弥縫策たるを免れなかった」（104頁）と評価されている。 
31「初夏の空に大異変霜どころか薄氷各地に」『信濃毎日新聞』1937年5月9日付夕刊。 
32 『長野県統計書』各年より算出。 
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小作地の契約小作料は稲籾量で表示し、実際の小作料支払いに当っては米価の変動に応じ

て籾換算額を決定した上で、代金納するか現物納するかを小作人側が選択することができ

た33。その際の籾換算額は区レベルで集団的に決定されており、たとえば内川区では1937

年の籾換算額について「不作につき2割引」「時局を考慮して1割引」といった措置をとる

ことで実質的な減免がなされている34。そのため、集団的に決定された換算額のデータな

しには、実納小作料と契約小作料から直ちに減免率を求めることはできない。しかし、史

料上の制約から内川区以外については籾換算額に関する情報を得ることができず、畑小作

料の減免率の正確な算出は現在のところ難しい。	

	 これに対して、籾現物納である田小作契約の場合は、契約小作料・実納小作料ともに稲

籾量で表示され、減免の実施については個別契約者間の交渉に委ねられていたため、「報告

書」の情報から直ちに減免率を算出し、地主小作間の力関係を推し量ることができる。さ

らに、多くの養蚕農家は自家で消費する飯米を田小作地での自給に依存していたから、田

地における地主小作関係を適切に維持し、不作時に減免を受けることは、畑小作地以上に

小作人の再生産を確保する上で重要であった。そこで、本節では、小作人が生存を維持す

る上で死活的に重要であった田小作料の減免に限定して分析を加えることとしたい。	

（２）記述統計	

	 第7表は、地主と小作人の総所得額別に田小作料の減免率・減免件数を見たものである。

地主の減免率では、299円以下の最も零細な層の地主では減免が全く見られないのに対し

て、300-399円の層（ただし絶対数は少ない）と2,000円以上の最上層で減免件数率・減

免率がやや高くなっている。また、小作人では、一定の件数がある層に限れば、最も貧し

い99円以下層の減免率・減免件数率が最も高いことがわかる。契約主体が「経済的余力」

のある豊かな地主の場合、または減免を受けねば直ちに再生産が困難になるような貧しい

小作人の場合には、減免がより積極的になされる傾向があったとはいえよう。	

	 次に、第8表には、契約人数別の減免率・減免件数率を掲げた。地主の減免件数率では、

契約人数が多いほど減免に積極的である傾向が微弱ながらも看取されるのに対して、減免

率はバラつきが大きく明瞭な相関は認められない。一方、小作人では、契約件数の少ない

契約地主人数5人層を除くと契約人数が増加するに従って減免件数率は低下しており、反

対に減免率では契約地主人数4人以上層が高い比率を示している。以上の結果からは、契

                                            
33 『行政村』、426頁。 
34 同上、428頁。 
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約地主人数の少ない小作人ほど減免を受けやすいが、減免率の交渉については契約地主人

数が多い方が有利であるということができ、減免の有無を示す減免件数率と減免の多寡を

示す減免率とでは、契約地主人数の与える影響が異なっていることが推測される。	

	 また、第9表では、地主と小作人それぞれの契約人数が複数の場合と単独の場合とで減

免件数率・減免率に差があるかを検討した。これによると、地主は複数の小作人と契約を

結んでいる者の方が減免件数率は有意に高く、反対に小作人は複数の地主と契約を結ぶ者

の方がかえって減免件数率が有意に低い。つまり、契約地主人数が複数であることが小作

人の交渉力を強化する、という斎藤・坂根の想定とは逆の結果となった。第7・8表の結果

とも併せて考えると、契約小作人数を多く抱える富裕な地主ほど減免に応じやすく、相対

的に貧困で単独の地主に小作地の借り入れを依存している小作人の方が減免を受けやすか

ったと、暫定的に整理することができよう。さらに、同じく第9表からは、地主居住地が

村外である場合には減免件数率・減免率ともに有意に低いこと、地主と小作人が同一の部

落に居住している場合には減免件数率が有意に高いことなどが読み取れ、地縁的関係性の

濃淡が減免に一定の影響を及ぼしていたことがわかる。また、地主が同一小字内で複数の

小作人に耕地を貸し付け、小作人同士が「睨み合って」いる場合には、減免件数率が8.5%、

減免率が0.9%それぞれ有意に高くなっていた。これは、先に引用した小作人の配置に関す

る猪俣の観察とは正反対の結果であり、地主は同一小字内に所有する耕地を複数の小作人

に貸し付けている場合ほど、減免を積極的に実施していたことになる。	

	 では、なぜ地主から見て同一小字内に複数の小作人が存在する場合に、減免が積極的に

行われていたのであろうか。考えうる理由の第一として、地主にとって小作地に関わる情

報の非対称性が小さいゆえに、小作人に対して減免を与えやすかった可能性が挙げられる。

すなわち、地主にとっては、小作地がある程度かたまって存在する方が検見や監視を効率

的に行いやすく、小作人の努力水準や収穫量に関する情報をより容易に収集することがで

きる。そのため、減免手続きに関わる情報の非対称性と取引費用とが小さくなり、地主に

検見の実施と減免に対する承諾を与えやすくしていたのかもしれない35。関連して、同表

中で耕地所在地が地主の居住する部落内である場合に、減免件数率が9.0%、減免率が1.0%

有意に高くなっていることが注目される。地主にとっては、自らの居住する部落内に所在

                                            
35 小作料減免の取引費用については大野昭彦「刈分契約と減免慣行—小作契約における危険分散」『成蹊大学
経済学部論集』19(2)、1989年、有本寛「小作料減免慣行と取引費用」『農業史研究』39、2005年を参照。こ
の点、特に有本寛氏のコメントから示唆を受けた。 
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する小作地ほど検見にかかるコストを低く抑えることができ、そのことが減免への抵抗を

より小さくしていたのであろう。	

	 考えうる第二の理由として、平均引と個人引の問題が挙げられる。小作料の減免は、基

本的には減収を主張する小作人の小作地について検見を行い、減免率を決定するという「個

人引」の方法によって行われる。しかし、全ての小作地で検見を行うことは地主にとって

負担が過大となることもあるため、小字などの一定の区域を限って複数の小作人に対して

一律に減免率を定める「平均引」の方法がとられる場合もあった。先にも引用した鎌田正

忠によれば、特に小作争議を経験した地域で小作人が平均引を好む傾向があったとされて

いる36。争議を契機とする小作人の連帯を背景に平均引が採用されれば、場合によっては

実際の減収以上に小作料の減免を受けられることもあったからであろう。また、地主にと

っても個別に減免率を設定するために必要な検見のコストを節約できるため、その分だけ

減免への承諾を与えやすくなるはずである。算出された減免率が個人引と平均引のどちら

によって決定されたものなのかを厳密に区別することは不可能なので推測にとどまるが、

同一小字内に複数の小作人が存在するほど平均引が採用される可能性が高まり、そのこと

が減免を引き出しやすくしていた可能性が考えられる。いずれにせよ、まとまった耕地を

複数の小作人に貸し付けることで小作人間の競争を促すという猪俣の観察は、少なくとも

五加村の小作料減免に関しては妥当せず、むしろ地主にとって情報の非対称性が小さな小

作地を耕作し、周囲に似た条件で同じ地主と契約している小作人が存在する場合に、より

減免を受ける機会に恵まれていた可能性があったといえる。	

	 以上のように、小作料減免の結果には、契約人数に示されるような地主小作間の力関係

がストレートに反映されていたわけではなく、地縁的関係の濃淡や耕地の所在地と居住関

係、減免に関わる取引費用の多寡といった要因が複雑に影響を与えており、しかも、減免

件数率に示された減免の諾否と、減免を承諾した上でその減免率を決定するプロセスとで

は、各要因の影響のあり方が異なっている可能性も示唆される。次項ではそうした各要因

の影響をコントロールしながら、いかなる社会経済的属性が小作料減免を規定していたの

かを、より詳細な資産・所得情報を利用しつつ検討してみたい。	

（３）推計方法と仮説	

	 本項では、田小作料の減免について、地主と小作人の資産・所得情報と、小作契約の内

                                            
36 鎌田正忠、前掲書、320-322頁。 
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容とを突き合わせた回帰分析を行う。類似する研究としては、たとえば15世紀のイタリア

を対象とする分析があるが37、こうした小作契約に関するミクロレベルの検討の多くは契

約選択の問題に主たる関心を置いており、減免付定額小作契約が支配的な日本における分

析に適用するには別様の工夫が必要である。	

	 そこで、以下では、被説明変数を①小作料減免ダミー、および②小作料減免率とし、説

明変数を「報告書」から得られる小作契約の情報、および『所得調査簿』から得られる地

主と小作人の資産・所得情報とする回帰分析を行う。推計方法としては、①を被説明変数

とする場合はプロビットを、②を被説明変数とする場合はOLS・固定効果モデルを採用す

る38。固定効果モデルは、地主と小作人それぞれの固定効果を考慮することで、ある一人

の地主または小作人が複数の契約相手を持つ場合、相手の属性に応じて減免の結果がどの

ように異なっているのかを検討できる点でメリットがある。第10表には、上記回帰分析を

行うために構築したデータベースの基本統計量とそれぞれの変数の定義、説明変数と小作

料減免との間で予測される相関の符号を示した。各符号の予測の根拠は次の通りである。	

	 契約面積は広い耕地の借り入れを許されるほど地主からの信頼を得ていると判断される

ため減免への影響は正、反当小作料は高いほど小作料支払いに窮する可能性が高まると考

えて符合は正、賃貸価格は低いほど低生産力で不作が多く、減免を受けやすいと考えられ

るため符号は負と推測される。同一字内競合ダミーは、一人の地主が同一小字内に複数の

小作人を置いている（＝競合小作人が存在する）契約を１としているが、前項の分析では

猪俣の観察とは反対の結果が示されているため符合は正、地主居住部落内に耕地が存在す

る場合には減免のための取引費用が低いため正、小作居住部落内に耕地が所在する場合に

は小作人が情報優位である可能性が高いため正と推測した。同一部落に居住する地主と小

作人による契約（部落一致ダミー）、および同姓間の契約（姓一致ダミー）については、そ

れぞれの地縁的・血縁的関係の深さが小作料減免に対して正の影響を与えていると判断さ

れる。1937年ダミーは不作年なので符号は正、地主が村外に居住する場合（村外地主ダミ

ー）は非妥協的になると考えて負、村外小作人の場合も地縁的関係の希薄さから負である。

                                            
37 Ackerberg, Daniel A., and Maristella Botticini. “The choice of agrarian contracts in early Renaissance 
Tuscany: Risk sharing, moral hazard, or capital market imperfections?” Explorations in Economic History 
37, no. 3 ,2000 
38 小作料減免率の最大値は100%(＝全免)であるため、本来はトービット・モデルによる分析を行うべきであ
るが、全免となっているのは一件で、しかも『所得調査簿』には記載がなくこれを利用した分析からは脱落す

る賃借人であるため、ここではOLSを採用した。なお、固定効果モデルの利用については、有本寛氏から示
唆を受けた。 
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農民組合ダミーは、相手方小作人が争議に参加した履歴を地主は減免に際して考慮せざる

をえなかったと考えて符合は正、また、地主の契約小作人数は前述の通り正負両様の可能

性があり、地主の所得に関わる変数も同様である。ただし、地主の収繭量・利子所得・営

業販売所得は、雇用や資金貸借、肥料や生活物資の取引が農地賃貸借とインターリンクさ

れている可能性があり、そのことが地主の交渉力を高めていると考えて符号は負とした。

小作人の契約地主人数は交渉力を高めると考えられるため正としているが、小作人の所

得・耕地面積に関わる変数は、小作人の交渉力や自家労賃意識を高めて正の影響を与える

可能性と、富裕であるために減免を受けにくくなる可能性の両方が考えられるため、現時

点では判断がつかない。扶養家族員数については、生計費や自家飯米を確保するために地

主側は小作料減免に対して負、小作人側は正であると推測できる。	

	 以上、回帰分析の結果に関して現時点で考えうる予測を述べたが、ここでの推計では、

Ⅰで触れた史料上の制約から、サンプル選抜バイアス、欠落バイアス、内生性バイアス等

を避けることができず、厳密な統計分析としては限界があることを予め断っておかなけれ

ばならない。とはいえ、これまで日本の地主小作関係に関する大量データを用いた本格的

な計量分析が行われていない現状を鑑みれば、限界が多いとはいえこうした試みに意味が

ないわけではないだろう。以下、推計上の不完全性を自覚しつつ、結果の考察を進めたい。	

（４）結果	

	 回帰分析を行った結果は、第11-1、11-2表の通りである。各推計方法別に見れば係数の

符号はほぼ同一であり、概ね問題のない結果を示しているといえる39。そこで、第一に、

両表に即して契約人数の効果について見ると、減免有無に関するプロビット分析では地主

契約小作人数が係数正で有意である（ただし、限界効果は極めて小さい）のに対し、小作

契約地主人数は有意性を示していない。これに対して、小作料減免率を被説明変数とする

OLSでは、小作契約地主人数が係数正で有意となっているが、契約地主人数が1人増える

ことで期待される減免率の増加分は0.6%程度に留まっている。より詳細な資産・所得を考

慮した第11-2表では、契約人数は地主・小作人ともに有意な結果となっておらず、契約相

手人数は減免に対して必ずしも規定的な要因であるとはいえない。むしろ、地主総所得が

                                            
39 多重共線性の有無を判断する指標であるvif値は、小作人固定の固定効果モデル以外の推計式では、最大で
も3程度に留まっていた。小作人固定効果モデルでは全ての推計式でvif値が10を超える説明変数が存在して
おり、これは小作人が一人の地主としか契約していない場合が多く、地主側の属性に関わる説明変数と小作人

の固定効果とが相関を持ってしまったためであると考えられる。この点で、小作人固定の固定効果モデルは、

限界のある推計であることを付言しておく。 
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第11-1表の全ての推計で有意（係数正）となっており、限界効果・係数ともに決して小さ

くない値を示していた。地主・小作人の契約人数というよりは、地主の側の「経済的余力」

の有無が、小作料減免にとってはより重要な意義を有していたと考えられる。	

	 ただし、第二に、第11-2表によって地主側の属性をさらに仔細に見ると、地主の所得の

多さが直ちに減免に結びつくわけではなかった。地主の所得に関わって係数負で有意性を

示しているのは、地主の収繭量、利子所得、配当所得、営業販売所得等であり、これらは、

配当所得を除けば、その背後に小作人とのインターリンケージ取引の存在を想定すること

ができる。具体的な取引に関わる史料がなく、推計結果も充分に頑健ではないため推測に

とどまるが、小作人に対する養蚕での雇傭、資金や肥料などの貸付が土地賃貸借契約と複

合している場合には、小作人は地主に対して小作料減免を要求しにくかったのではないか

40。鎌田正忠は、「肥料購入資金、家事資金の融通、飯米の貸与等に至るまで、地主は小作

人に対しあらゆる便宜と援助とを与へて彼等をして家業に精励せしめ」る反面、「金銭の貸

借其他小作人の弱点に乗じて因果を含め、若くは他の条件と相殺して減免率を決定する」

場合もあったことを報告している41。こうした観察と併せて考えれば、インターリンケー

ジ取引の存在が小作人の交渉力を制約していた可能性は、決して低くはないといえよう。	

	 第三に、第11-2表において、地主の扶養家族員数が推計式2-4、2-5を除いて係数負で

有意であるのに対して、小作人でも係数負で全ての推計式で有意な相関を示していること

に着目したい。扶養家族員数は生計費や飯米確保の必要性に比例するはずであり、実際、

地主は扶養家族員数が多いほど減免を受け入れない傾向があった。これに対して、小作人

は扶養家族員数が多いほど減免を受けられないという事前の予想とは異なる結果になって

いる。このことは、扶養家族が多い小作人は小作地を生計維持のための不可欠の基盤とし

ており、小作地返還を求められるリスクを冒してまで強く減免を迫ることができなかった

ことを反映しているのかもしれない。推計式2-5、3-5で小作人の小作耕地面積が減免率と

負の相関を持っていたのも、小作地への依存度の高さが減免率をめぐる交渉力を低下させ

ることを示していると考えられる。小作人がその小作地を必要とする度合いが大きいほど、

小作料減免を強く求めることに対しては慎重にならざるをえなかったものといえよう。	

	 第四に、居住関係について見ると、地主居住部落内耕地ダミーが係数正で一定の有意性

                                            
40 資金貸借や手作り部分での雇傭といった重複取引が地主・小作関係の矛盾を顕在化させるのを阻み、耕作地
主地帯で1920年代以降も温情的関係を支えていたことを指摘した業績として大栗行昭『日本地主制の展開と
構造』御茶の水書房、1997年、246-250頁を参照。 
41 鎌田忠正、前掲書、p.165、p.296。 
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を示しており、地主にとって検見や不正の監視に必要なコストが低いことが、小作料減免

に重要な影響を与えていた。また、充分に頑健ではないものの、同一字内競合ダミーも係

数正で若干の有意性を示しており、前項と同じく猪俣の観察とは逆の結果となっている。

地主が自らの交渉力を高めるためにまとまった耕地を複数の小作人に貸し付けていたとし

ても、平均引を好む小作人から字内一律の減免を求められる場合もあり、小作料を確保す

るという点から見ればかえって地主を不利にしかねなかった可能性があることは、争議を

経験した1930年代後半における減免の特質として留意しなければならない。	

	 第五に、減免が基本的に地主側の事情によって規定されていたとはいえ、小作人の側に

交渉力を高める余地が全くなかったというわけではない。小作人に関わる説明変数のうち

係数正で有意性を示しているものとして、まずは小作人の自作耕地面積を挙げることがで

きる。自作耕地面積が1反歩増加するごとに減免を受ける可能性は2.5%高まり、減免率が

0.5-0.8%高められるという推計結果になっており、その限界効果・係数は充分に高くはな

いが、自作耕地を有していることは小作地返還のリスクを冒してでも強く減免を要求でき

るという意味で、小作人側の減免に関わる交渉力を強くする効果を持っていたのであろう。	

	 また、農民組合ダミーはかなり強い正の相関を示しており、小作争議に参加した旧農民

組合員である小作人がより多くの減免を受けていた。争議に参加したという過去の履歴が、

減免交渉を行う上で地主に対して一定の影響力を有していたのである。	

	 ただし、争議に関連して付言すると、第12表に示したように、農民組合に参加した小作

人については、村外・部落外の地主との契約比率や反当小作料が非組合員と比較して有意

に高く、旧農民組合員の地主小作関係はそもそも相対的に恵まれたものではなかった。『行

政村』によれば、1931年に争議が小作側勝利で終熄した後、33年にかけて非妥協的な地主

の土地取上・訴訟が頻発し、地主同盟に属する地主12名中8名が恐慌期に貸付地を引き上

げて自作地を拡大した結果、農民組合幹部の小作人16名中11名が借入地を縮小させたと

いう42。こうしていったん貸付地を引き上げた地主は、1933 年以降再度貸付地を漸増させ

るが43、その際、農民運動に関わった小作人は農地を借り入れようとしても元の地主から

は敬遠されたと推測され、第12表に見られるように旧農民組合員は結果として旧来の地縁

的関係の埒外で小作地を回復し、相対的に重い小作料負担を甘受しなければならなかった。

旧農民組合員が相対的に多くの減免を引き出していたにしても、そのこと自体がかえって

                                            
42 『行政村』431頁。 
43 同上、518頁。 
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地主からは忌避される要因ともなりかねなかったのである。『行政村』が指摘する小作層の

村政への進出はかかる困難の下で実現したのであり、小作料減免に示された旧農民組合員

の力量は、法的に強固に保護された所有権を持ち、契約相手を選択する余地が小作人より

も大きかった地主との対比において、慎重に評価されなければならない。	

	 以上、総じて地主の総所得をはじめ、インターリンケージ取引の存在を示唆する所得項

目や、地主居住部落内耕地ダミーといった、地主側の説明変数に有意な結果を示している

ものが多いのに対して、小作人側のそれには有意なものが少なく、地主側の事情・便宜が

減免の有無や減免率の決定に対して相対的には大きく影響していた。減免との相関を示す

変数が基本的には地主の側に存在するというのが全体の傾向であり、小作料の減免分が地

主の「温情」として小作人に恵与されるという構図それ自体は、激しい小作争議を経た1930

年代後半の五加村においてさえ、基本的には維持されていたと考えられる。	

	

おわりに	

	 かつて近藤康男は、「零細土地所有および中小地主による所有が近代日本の基本的土地所

有形態であ」り、「わが国では、自らその所有地を自作しようとする小地主が存在し、小作

農と生活についての一種の競争的関係に立つために所有資格が強力となる」と述べたこと

がある44。大地主地帯と異なり、零細地主が多数を占め、小作人が複数の地主と契約を結

んでいたからといって、そのことは直ちに地主小作関係が小作人の側に有利であったこと

を意味しない。むしろ、本論文の分析からは、契約地主人数の増加と農作業効率との相剋

や、パトロン・クライアント関係への期待に基づく地主と小作人の間の明瞭な経済的懸隔

の存在が浮き彫りにされ、1930年代末においても小作料の減免は地主側の事情に強く規定

されていたことが明らかとなった。もちろん激しい小作争議を経験した五加村一村の事例

から直ちに一般的な結論を導くことは許されないが、こうした事実発見は、中小耕作地主

の「後退」の限定性を指摘する牛山敬二や大内力、大栗行昭、小峰和夫などの見解と整合

的であり45、契約地主人数が複数であることを以って小作人の力量を高く評価し、地主制

の肯定的な意義を強調する斎藤・坂根の見解は、事実認識としてはやや単純に過ぎるよう

に思われる。むしろ、地主と小作人との間の小作料減免をめぐる複雑なせめぎ合いは、「小

                                            
44 近藤康男『近藤康男著作集第４巻 日本農業経済論』農山漁村文化協会、1974年、236頁。初版は時潮社、
1942年。 
45 牛山敬二「農村経済更生運動下の「むら」の機能と構成」『歴史評論』435号、1986年、29頁、大内力『農
業史』東洋経済新報社、1960年、208頁、大栗行昭、前掲書、297頁、小峰和夫、前掲論文、388頁。 
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作人も生活問題として小作料の減免を要求し、小地主も亦生活脅威問題としてこの要求を

拒否せんとする」という東畑精一が言うところの「陰惨性」を帯びていたのであり46、1930

年代の日本農村は、減免付定額小作契約が支配的であるがゆえにある種の「閉塞状況」47に

陥っていた。そうした「閉塞状況」を打開するために要請されたのが、農山漁村経済更生

運動や時局匡救土木事業に代表される一連の救農政策であり、産業組合や協調組合による

農民の組織化であり、農業保険法の施行（1939年）を通じた国家による小作料減免慣行の

代位であった。そして、その延長線上に敗戦後の農地改革が展望されることはいうまでも

ない。地主制に対する肯定的な評価からは、戦後自作農体制への展望が全く開けないとこ

ろに、歴史学的知見としての最大の難点があると筆者は考えている。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

                                            
46 東畑精一、前掲書、151頁。 
47 庄司俊作、前掲書、282頁。 
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